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平成１９年度第１回千葉市入札適正化・苦情検討委員会 
 

１ 日  時  平成１９年１１月１日（木）午後１時３０分 ～ 午後３時３０分 

２ 場  所  千葉中央コミュニティーセンター８階「若潮」 

３ 出 席 者  （委 員）鵜澤委員長、大迫委員、篠委員、中曽根委員、本橋委員（５

０音順） 

       （事務局）山本財政局長、渡部財政部長、田野契約課長、山田検査課長 

布施（悦）契約課主幹、菊池契約課課長補佐、 

              長谷川契約第一係長、布施（安）契約第二係長、 

              白井契約課主任主事、小澤契約課主任主事、 

稲次契約課主任技師 

 

４ 議   題   各入札方式における契約手続の審議 

          

５ 報 告 事 項  指名停止状況について 

         入札・契約制度改善について 

         工事検査について 

 

６ 議事の概要 （１）議事録署名人について 

（２）抽出議案の審議について 

（３）報告事項について 

（４）その他 

 

７ 会議経過（発言の要約） 

 

午後１時３０分開会 

 

（１）議事録署名人について 

 

鵜澤委員長の推薦により、中曽根委員と篠委員に決定 

 

（２）抽出議案の審議について 

  

 案件１ 制限付一般競争入札 「市民ゴルフ場（仮称）外構工事」 

 案件２ 制限付一般競争入札 「越智町土気町線（八幡橋）下部工工事（その２）」 

 案件３ 制限付一般競争入札 「下水道排水施設工事（東千葉１９－１工区）」 

案件４ 指名競争入札   「排水ポンプ設備設置工事（小深町１９－２工区）」 

案件５ 随 意 契 約   「千葉市立海浜病院ＩＣＵ・ＣＣＵ病棟空調設備改修工事」 
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○鵜 澤 委 員 長  審議に入る前に事務局から現在の入札制度の概要について説明をお願いし 

ます。 

 

○布施契約課主幹 （入札制度の概要について説明） 

 

○鵜 澤 委 員 長  それでは、各入札方式における契約手続の審議に入らせていただきます。

初めに今回の案件の抽出者であります本橋委員より、各案件の抽出理由の

説明をお願いします。 

 

○本 橋 委 員  案件１・２は、制限付一般競争入札で執行した対象案件のうち、制度改善

による影響があったもの。案件３は当初の入札が成立しなかったもの。案件４

は指名競争入札で執行した対象案件ですが、一般競争入札の拡大の中での指名

競争入札の意義及び指名業者の選定方法について議論するためのもの。案件５

は、随意契約で執行した対象案件で、千葉市における随意契約が妥当であるか 

        を議論していだたくために抽出しました。 

 

○鵜澤委員長  事務局より案件１から３の制限付一般競争入札の説明をお願いします。 

 

○菊池契約課長補佐 （案件１から３についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○鵜澤委員長  何か質問、意見等はありますか。 

 

○本 橋 委 員  案件１を抽出した理由の補足をさせていただきます。本案件は、低入札

価格特別重点調査対象になった最初の案件で、６社が７日間の期限に書類

を提出しなかったため失格になっていて、基準価格以上の業者が落札業者

となっています。この特別重点調査制度の調査項目、調査基準価格、この

方式の是非はどうか。今回の改正は企業の管理体制を厳格に問うているが、

入札者の事務負担につながらないか。調査項目の２９項目や調査方法が適

切なのか、事前の周知が行われていたのか。 

         案件２については、総合評価の方式の拡大を行っている中で簡易型を採

用している。今後は超簡易型等の試行も予定していると聞くがその内容に

ついて。 

         案件３については、第１回目の入札が不成立になっており、第２回目は

条件を緩和しているが、オープンケーソン工法自体が開発から１０年位の

中で一般的な工法になりつつあるというが、参加者がいない場合の取り扱

いについて妥当なのか。加えて談合による指名停止が多く、このような状
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況下で第２回目の競争入札の実施は妥当なのか。仮に全ての業者が指名停

止になった場合はどのように取り扱うのか。 

         

○鵜 澤 委 員 長  事務局からの意見はありますか。  

 

○田野契約課長  案件１については、初めての特別重点調査対象案件であります。周知に

つきましては、６月５日付けで７月の公告分から適用する旨を約１ヶ月の

周知期間をもってホームページ、掲示板、窓口での資料配布で行っており

ます。調査項目の妥当性についてですが、国、千葉県で導入した例を参考

にしております。 

         極端な低価格によるダンピングを防ぐことによる品質の確保、下請業者

へのしわよせの防止、労働条件の改善を目的としています。調査項目は２

９項目ありますが、国、千葉県と同様に設定し、試行しているところです。 

        通常の低入札価格調査は１２項目ですが、特別重点調査はそれより項目が

多いので、業者にとって７日間以内に提出するのは厳しいとは考えられま

す。 

 

○鵜 澤 委 員 長  各委員は意見ありますか。 

 

○大 迫 委 員  案件１については内容としてそう難しくない工事と思われます。低入札

案件については一般的に品質の低下を覚悟しなければなりません。実際の

工事監督に話を聞く機会がありましたが、契約額が予定価格の２／３を切

った工事は二度とやりたくないというのが実情のようです。極端な低価格

には無理がある。下請へのしわよせも考えて何らかの制限を設けるべきと

思う。 

 

○篠 委 員   事務処理上２９項目もあって、７日間で提出できた例は国、千葉県であ

りますか。 

 

○田野契約課長  品質確保や労働衛生管理体制等新しい項目が追加されており、元々提出

が不可能に近いことがありますが、強い受注意欲があれば事前に資料を揃

えて準備することは可能と考えます。千葉県で提出した業者はいます。 

 

○山田検査課長  調査項目については、入札当初から準備できると考えます。工事目的物

を完成させるためのプロセスのようなもので提出できないものではありま

せん。 

 

○中曽根委員  ある業者を落とすというものではなく、提出できないものではないとい
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うことですね。 

         入札調書の中で誓約書の未提出で失格となっていて金額が入っていませ

んが。  

 

○田野契約課長  応札時に誓約書の提出がないということで、その時点で失格となってい

るため金額は入っておりません。 

 

○中曽根委員  調査項目２８の誓約書とは違うものですか。 

 

○田野契約課長  別の内容です。 

 

○大 迫 委 員  あまりにも低い価格であると、業者が職員の研修を満足にできない。ま

た技術力、開発力が低下し日本全体の技術力が無くなってしまう。そうい

う所は考慮しなければならない。 

 

○鵜 澤 委 員 長  国、千葉県も試行の段階ですか。 

 

○田野契約課長  国は本格実施で、千葉県は試行と聞いております。 

 

○大 迫 委 員  国は、低入札が行われた工事については、成果物が思わしくないという

結果を受けてこのような制度を導入している。 

 

○鵜 澤 委 員 長  相対的な立場で調査項目をみていると、安全衛生管理体制など対象工事案件 

        １件だけでなく、会社としての備えがなければ対応できないように思われます。

試行の中で、今後検討していって頂きたい。 

 

○本 橋 委 員 「初めて」ということで、業者はとりあえず参加したのではないかと思わ

れます。入札に参加するためにはこういう体制を整えなければならないと

なれば、品質の向上に繋がるとは思う。この案件については結果的に調査

を受けない業者が落札してしまった。 

 

○鵜 澤 委 員 長  参加できる業者数はどの程度いますか。 

 

○田野契約課長  約６０社程度はおります。   

 

○鵜澤委員長  試行的で、最初ということの意義が大事と思います。とりあえず参加し   

        たという業者もいたのではないかと思います。 

         それでは、案件２の方をお願いします。 
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○本 橋 委 員  この案件については、前年度と同様に総合評価落札方式の簡易型を採用

しております。他に３型式あり、超簡易型もありますが、その是非につい

てということで抽出しております。 

 

○篠 委 員  簡易型、超簡易型との話がありましたが、型式と決定方法について説明

して頂きたい。 

 

○田野契約課長  ４タイプありますが、ご指摘のとおり昨年度は簡易型で１件実施しまし

た。今年度は２５件程度を予定しており、工事担当課との協議により簡易

型と超簡易型を考えております。標準型と高度技術提案型については今年

度予定がありません。来年度以降に行っていきたい。 

         品確法によって、全ての自治体は価格だけの競争ではなく、総合評価を

行うべきとの指針があり、我々発注者側と受注者側も慣れていかなければ

なりません。 

 

○大 迫 委 員  ここ２、３年国が総合評価を始めてきたが、恐らく加算点が２０点位で

しょうから過去の工事実績や工事評価点の割合が大きいでしょう。業者も 

        慣れてくれば工事評価点等が影響することがわかってくるのでは。 

 

○鵜澤委員長  それでは案件３についてお願いします。 

 

○田野契約課長  当初発注時は、入札参加資格を満たしていた３社が指名停止措置に伴い入 

札参加資格を失い、残りの１社の辞退によって再発注となった経緯があり

ます。当初は実績要件をオープンケーソン工法としましたが、ケーソン工

法に緩和したところ、５社の応募があって竹中土木が落札しました。 

         この案件に限らず、公共工事の発注件数が減っているため参加者が工事

を選ぶ傾向にあり応募者なしという場合もあります。また、応募があって

も入札までに全社辞退ということもあります。積算が合わないという理由

もありますし、この案件もそうではないかと思います。 

         下水工事は市民生活に直結していますので、発注所管課と相談の上この

ような緩和条件で発注しました。 

 

○鵜澤委員長  オープンシールド工法は一般化された工法と聞きましたが。 

 

○田野契約課長  実績保有業者は１０社程度想定しておりました。補足ですが防衛施設庁

の談合事件の関係で殆どのゼネコンに影響が出ました。 

 

○大 迫 委 員  たまたま時期がそういうことではなかったのか。２回目はいい時期だっ      
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        たんでしょう。 

 

○田野契約課長  全ての業者が指名停止の場合はとのお話がありましたが、生活に直結し

ている工事でありますので、発注を遅らせることも考えられます。 

 

○本 橋 委 員  オープンケーソン工法からオープンをとると、より簡易な工法になると

の話でしたが。最初からケーソン工法でよかったのでは。 

 

○大 迫 委 員  オープンケーソン工法もケーソン工法も大した違いはありません。同じ

という考えでよろしいと思います。 

 

○鵜澤委員長  他に質問がありますか。 

無いようでしたら、続きまして案件４の指名競争入札について、事務局

から説明をお願いします。 

 

○菊池契約課長補佐 （案件４についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○鵜澤委員長  本橋委員より補足の説明はありますか。 

 

○本 橋 委 員  事務局から話があったとおり２者の同値抽選になっていますが、他の業

者の応札額も１１００万～１７００万と幅があります。指名競争とは名簿

の中から指名業者を決めていると思うが、一般競争入札の拡大により指名

競争入札が圧縮されている現状です。応札額に大きな差があるのは落札し

たい業者と、今後の指名のことも考慮して参加してくる業者もいると思わ

れます。今後に向けて指名競争入札の意義と千葉市の選定基準が妥当であ

るか検討したい。 

         

○田野契約課長  本橋委員のおっしゃるとおり、２社が辞退し、残り８社について下は最

低制限価格で、上は予定価格に限りなく近いという内容ですが、受注意欲

の強い業者とそうでない業者がいたということと思われます。いずれにし

ても各業者の積算の結果だと捉えています。 

         指名者数を今年度から、７社から１０社のように増やして競争性を更に

高めています。選定基準については公平性、透明性に留意して主に市内業

者育成の観点から８つの点を設定しています。１経営及び信用の状況。２

不誠実な行為の有無。３手持建設工事等の状況。４技術的適正。５地理的

条件。６工事の成績。７安全管理の状況。８賃金不払いに関する情報。 
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        からなっていますが、以上の点から総合的に判断した上で指名し、この基

準は公表しております。 

 

○大 迫 委 員  昨年度からＨ１９年度にかけて全国的に一般競争が導入されており、指

名競争の幅が狭まってきています。発注側も受注側も新しい制度に習熟し

ていない面が見受けられます。このような状況で段階的に一般競争入札の

導入を図っていくのは必要ではないかと思います。指名案件が未だ多く、

地元業者育成も両立していかなければならないので、どういう形で進んで

いくのかが課題です。 

 

○鵜澤委員長  千葉市は、最低制限価格も予定価格も公表しており、この２社の見積り

も適正とは思いますが、今年度はくじ引きは多いんですか。 

 

○田野契約課長  ９月末の時点で１４６件中くじが６件で４．１％です。昨年度と比較す

れば減少しています。 

 

○鵜澤委員長  辞退するとペナルティーがあるのですか。 

 

○田野契約課長  辞退についてはありません。 

 

○篠 委 員  将来的には一般競争が広がっていくのでしょうか。 

 

○渡部財政部長  千葉県もそうですが、全体的には対象額が下がってくる傾向にあります。 

        結果を検証して競争性の確保について検討していきたいと思います。 

 

○鵜澤委員長  千葉市も遅れないようにして下さい。 

 

○中曽根委員  本来は競争性があった方が望ましいと思うが、一方で契約額が予定価格

の２／３を下回ったらつらい工事になるという話がありました。一般競争

であれば調査制度があるが、指名競争にはそういったものが無い。  

 

○鵜澤委員長  業者の規模にもよるでしょうが、次回２回目にも議論して見極めていき

ましょう。 

         他に質問がありますか。 

無いようでしたら、続きまして案件５の随意契約について、事務局から

説明をお願いします。 

 

○菊池契約課長補佐 （案件５についての発注経過を説明） 
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質疑・応答 

 

○鵜澤委員長  本橋委員より補足の説明をお願いします。 

 

○本 橋 委 員  事務局から話があったとおり、病院という特殊な施設であり人命に関わ

る工事であるし、地方自治法にも定めがありますが、今回は１社随契に関

る予定価格の妥当性と、このような将来的に補修工事が予測される物件に

ついては保守的な契約も当然付随されます。民間であればトータルコスト

を考えて契約することになると思われますが、仮に当該業者が見積りに応

じない場合はどうするか、設計図とか仕様を明らかにして他社を含めての

入札という形はとれないものなのか議論していただきたい。 

 

○田野契約課長  地方自治法では競争入札が原則ではありますが、その中で地方自治法１

６７条の２第１号から９号いずれかに該当すれば随意契約できることにな

っております。今回２号に該当するとして、既設の施設と密接不可分であ

り、著しい支障がでる恐れがあるとの判断したものです。基準としては国

交省のガイドラインがあります。 

         保守契約も含めて契約できないかということですが、工事は建築工事、

電気工事と機械設備工事を別々に発注しています。指定管理者制度のよう

に丸々委託することもありますが、業種別に発注している以上難しいと思

われます。 

         業者が見積りに応じないようなケースについては、不調にして設計内容

が適正か審査して、正しければ再度行わざるを得ません。予定価格の設定

については、国の設計基準に従って積算を行っており、妥当であると認識

しております。 

 

○中曽根委員  建設当初の契約は具体的にどのようなものでしたか。 

 

○田野契約課長  建築、電気、管というそれぞれの業種ごとに発注しております。２０年

以上前の事ですのではっきりしませんが、一般競争ではなかったと思われ

ます。 

 

○中曽根委員  その業者しか出来ないとなると、将来的にもその業者が請け負うことに

なってしまいますね。 

 

○田野契約課長  病院という人の命を預かる所であり、病院を稼動しながらということで、 

        施設の内容を熟知している当該業者にお願いして事故の無いようにしてい

ます。 
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○山本財政局長  海浜病院建設当時一般競争か指名競争かは判然としませんが、競争入札

によって執行しております。 

 

○本 橋 委 員  こういった場合、一般的にサポートについては割高になるとの話があり

ます。随契の場合、保守も含めて費用の削減をすべく改善していく必要が

ある。 

 

○田野契約課長  トータルコストを考えた契約ができるとすれば、望ましいとは思います。 

 

○大 迫 委 員  現実的にはやむを得ないと思いますが、今後契約方式が管理部門も含め

た形のような、将来的にわたってトータルコストというスタンスでいくの

か。または、建設と維持管理を切り離す体制を取っていくかは今後の課題

でしょう。 

 

○鵜澤委員長  エレベータは昔、工事をした業者しか保守を行わなかったが、現在は他

の会社でも行っています。そうなっていくのか入札方式が変わっていくの

か。例で言えば、下水道工事で続きの工事を１社に随契するようなことも

あったと聞きます。今はそういう時代ではない気がします。国を始め随意

契約のありかたが問われており、自治体においても慎重に行う必要がある

でしょう。         

 

○中曽根委員  戻りますが、案件３の調書の中で施工管理の点数が０点が多い。例えば

施工上の課題で落札業者が５点で他の業者が０点なのは何故でしょうか。 

 

○山田検査課長  ０点の業者については、当然行うべき一般的な記述に留まっていたため

です。また、記載したことについては実際実行しなければならないことに

なっております。 

 

○鵜澤委員長  他に質問がありますか。 

無いようでしたら、以上で入札方式別契約手続の審議を終わらせていた

だきます。 

 

（３）報告事項について 

 

○鵜澤委員長  次に事務局より、指名停止状況、入札・契約制度改善について、報告を

お願いします。 

 

○布施契約課主幹  （報告事項について説明） 
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○鵜澤委員長  最後に、事務局から工事検査について報告をお願いします。 

 

○山田検査課長  （工事検査について説明） 

 

○鵜澤委員長  ただいまの事務局の報告について、何か質問等はありますか。 

         無いようですので、これで終了させて頂きます。次回の入札方式別契約

手続の審議案件抽出委員を中曽根委員にお願いしたいのですが、いかがで

しょうか。 

 

○中曽根委員  お受けします。 

 

○鵜澤委員長  中曽根委員よろしくお願いしいたします。これで本日の委員会の審議を

終了させていただきます。 

                  事務局から何かありますか。 

 

○田野契約課長  本日は長時間ありがとうございました。閉会にあたりまして、財政部長 

         の渡部より挨拶申し上げます。 

 

○渡部財政部長  （挨拶）    

 

午後３時３０分閉会 
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